
三
重
大
学
組
換
え
Ｄ
Ｎ
Ａ
実
験
安
全
管
理
規
則

（
目
的
）

第
一
条
　
　
こ
の
規
則
は
、
組
換
え
Ｄ
Ｎ
Ａ
実
験
指
針
（
平
成
十
四
年
文
部
科
学
省
告
示
第
五
号
。
以
下
「
指
針
」

と
い
う
。
）
に
基
づ
き
、
三
重
大
学
（
以
下
「
本
学
」
と
い
う
。
）
に
お
け
る
組
換
え
Ｄ
Ｎ
Ａ
実
験

（
以
下
「
実
験
」
と
い
う
。
）
の
安
全
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項
を
定
め
、
も
っ
て
組
換
え

Ｄ
Ｎ
Ａ
研
究
の
推
進
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
定
義
）

第
二
条
　
　
こ
の
規
則
で
用
い
る
用
語
の
定
義
に
つ
い
て
は
、
指
針
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

　
　
２
　
　
前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
定
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

　
　
　
一
　
「
部
局
等
」
と
は
、
地
域
共
同
研
究
セ
ン
タ
ー
、
生
命
科
学
研
究
支
援
セ
ン
タ
ー
、
各
学
部
及
び
医

学
部
附
属
病
院
を
い
う
。

　
　
　
二
　
「
部
局
等
の
長
」
と
は
、
前
号
に
掲
げ
る
部
局
等
の
長
を
い
う
。

（
学
長
及
び
部
局
等
の
長
の
責
務
）

第
三
条
　
　
学
長
は
、
本
学
に
お
け
る
実
験
の
安
全
確
保
に
関
す
る
業
務
を
総
括
す
る
。

　
　
２
　
　
部
局
等
の
長
は
、
指
針
及
び
こ
の
規
則
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
部
局
等
に
お
い
て
行
わ
れ

る
実
験
の
安
全
確
保
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
安
全
委
員
会
）

第
四
条
　
　
本
学
に
、
実
験
の
安
全
か
つ
適
切
な
実
施
を
確
保
す
る
た
め
、
三
重
大
学
組
換
え
Ｄ
Ｎ
Ａ
実
験
安
全

委
員
会
（
以
下
「
安
全
委
員
会
」
と
い
う
。
）
を
置
く
。

　
　
２
　
　
安
全
委
員
会
は
、
学
長
の
諮
問
に
応
じ
て
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
調
査
・
審
議
し
、
及

び
こ
れ
ら
の
事
項
に
関
し
て
学
長
等
に
対
し
、
助
言
又
は
勧
告
す
る
と
と
も
に
、
必
要
に
応
じ
安
全

主
任
者
及
び
実
験
責
任
者
に
報
告
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　
一
　
実
験
に
係
る
学
内
規
則
等
の
制
定
・
改
廃
に
関
す
る
こ
と
。

　
　
　
二
　
実
験
計
画
の
指
針
及
び
こ
の
規
則
に
対
す
る
適
合
性
の
審
査
に
関
す
る
こ
と
。

　
　
　
三
　
実
験
に
係
る
教
育
訓
練
及
び
健
康
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

　
　
　
四
　
事
故
発
生
の
際
の
必
要
な
処
置
及
び
改
善
策
に
関
す
る
こ
と
。

　
　
　
五
　
学
内
の
連
絡
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

　
　
　
六
　
そ
の
他
実
験
の
安
全
確
保
に
関
す
る
必
要
な
事
項

（
安
全
委
員
会
の
組
織
等
）

第
五
条
　
　
安
全
委
員
会
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
委
員
を
も
っ
て
組
織
す
る
。

　
　
　
一
　
組
換
え
Ｄ
Ｎ
Ａ
研
究
者
若
干
名

　
　
　
二
　
組
換
え
Ｄ
Ｎ
Ａ
研
究
者
以
外
の
自
然
科
学
系
の
教
員
若
干
名



　
　
　
三
　
人
文
・
社
会
科
学
系
の
教
員
若
干
名

　
　
　
四
　
組
換
え
Ｄ
Ｎ
Ａ
実
験
安
全
主
任
者

　
　
　
五
　
保
健
管
理
セ
ン
タ
ー
所
長

　
　
　
六
　
職
員
の
健
康
・
安
全
管
理
等
に
責
任
を
有
す
る
事
務
系
職
員
一
名

　
　
　
七
　
そ
の
他
学
長
が
必
要
と
認
め
た
者

　
　
２
　
　
委
員
は
、
学
長
が
委
嘱
す
る
。

　
　
３
　
　
第
一
項
第
一
号
、
第
二
号
、
第
三
号
及
び
第
七
号
の
委
員
の
任
期
は
、
二
年
と
し
、
再
任
を
妨
げ
な

い
。
た
だ
し
、
補
欠
の
委
員
の
任
期
は
、
前
任
者
の
残
任
期
間
と
す
る
。

　
　
４
　
　
安
全
委
員
会
に
委
員
長
を
置
き
、
委
員
長
は
、
委
員
の
互
選
に
よ
る
。

　
　
５
　
　
委
員
長
は
、
安
全
委
員
会
を
招
集
し
、
そ
の
議
長
と
な
る
。

　
　
６
　
　
前
各
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
安
全
委
員
会
の
運
営
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
安
全
委
員
会
が
別

に
定
め
る
。

（
安
全
主
任
者
）

第
六
条
　
　
実
験
を
行
う
部
局
等
ご
と
に
、
安
全
主
任
者
を
一
名
以
上
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
２
　
　
安
全
主
任
者
は
、
生
物
災
害
の
発
生
を
防
止
す
る
た
め
の
知
識
及
び
技
術
並
び
に
こ
れ
ら
を
含
む
関

連
の
知
識
及
び
技
術
を
高
度
に
習
熟
し
た
者
の
う
ち
か
ら
、
当
該
部
局
等
の
長
の
推
薦
に
基
づ
き
、

学
長
が
任
命
す
る
。

　
　
３
　
　
安
全
主
任
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
業
務
を
行
う
。

　
　
　
一
　
実
験
が
指
針
及
び
こ
の
規
則
に
従
っ
て
適
正
に
遂
行
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
。

　
　
　
二
　
実
験
の
安
全
確
保
に
関
し
、
実
験
責
任
者
に
対
し
指
導
助
言
す
る
こ
と
。

　
　
　
三
　
そ
の
他
実
験
の
安
全
確
保
に
関
す
る
必
要
な
事
項
の
処
理
に
当
た
る
こ
と
。

（
実
験
責
任
者
）

第
七
条
　
　
実
験
の
計
画
及
び
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
実
験
計
画
ご
と
に
、
実
験
責
任
者
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

　
　
２
　
　
実
験
責
任
者
は
、
当
該
実
験
に
従
事
す
る
者
で
、
生
物
災
害
の
発
生
を
防
止
す
る
た
め
の
知
識
及
び

技
術
並
び
に
こ
れ
ら
を
含
む
関
連
の
知
識
及
び
技
術
に
習
熟
し
た
者
と
す
る
。

　
　
３
　
　
実
験
責
任
者
は
、
安
全
主
任
者
の
指
導
助
言
の
下
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
業
務
を
行
う
。

　
　
　
一
　
安
全
主
任
者
と
の
緊
密
な
連
絡
の
下
に
、
実
験
全
体
の
管
理
・
監
督
に
当
た
る
こ
と
。

　
　
　
二
　
指
針
に
基
づ
く
実
験
の
安
全
実
施
計
画
を
立
て
る
こ
と
。

　
　
　
三
　
実
験
従
事
者
に
対
す
る
教
育
訓
練
を
行
う
こ
と
。

　
　
　
四
　
実
験
の
安
全
確
保
の
考
え
方
に
影
響
を
及
ぼ
す
知
見
が
得
ら
れ
た
場
合
又
は
実
験
中
若
し
く
は
輸
送

中
の
事
故
等
が
あ
っ
た
場
合
は
、
直
ち
に
そ
の
旨
を
学
長
、
安
全
委
員
会
及
び
安
全
主
任
者
に
報
告

す
る
こ
と
。

　
　
　
五
　
そ
の
他
実
験
の
安
全
確
保
に
関
し
て
必
要
な
事
項
を
実
施
す
る
こ
と
。

（
実
験
従
事
者
）

第
八
条
　
　
実
験
従
事
者
は
、
実
験
を
計
画
し
、
及
び
実
施
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
安
全
確
保
に
つ
い
て
十
分
自

覚
し
、
必
要
な
配
慮
を
す
る
と
と
も
に
、
あ
ら
か
じ
め
、
微
生
物
に
係
る
標
準
的
な
実
験
方
法
並
び



に
実
験
に
特
有
な
操
作
方
法
及
び
関
連
す
る
実
験
方
法
に
精
通
し
、
習
熟
す
る
も
の
と
す
る
。

第
九
条
　
　
実
験
の
実
施
に
携
わ
ろ
う
と
す
る
者
は
、
あ
ら
か
じ
め
当
該
部
局
等
の
安
全
主
任
者
に
登
録
の
申
請

を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
２
　
　
安
全
主
任
者
は
、
前
項
の
登
録
の
申
請
が
あ
っ
た
者
に
つ
い
て
、
実
験
従
事
者
と
し
て
適
当
と
認
め

ら
れ
る
場
合
は
、
実
験
従
事
者
名
簿
に
登
録
し
、
そ
の
旨
当
該
部
局
等
の
長
及
び
安
全
委
員
会
に
通

知
す
る
も
の
と
す
る
。

　
　
３
　
　
実
験
従
事
者
と
し
て
登
録
さ
れ
た
者
以
外
の
者
は
、
実
験
に
従
事
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

（
実
験
計
画
の
承
認
等
）

第
十
条
　
　
実
験
責
任
者
は
、
実
験
を
実
施
し
よ
う
と
す
る
と
き
又
は
実
験
計
画
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き

は
、
あ
ら
か
じ
め
当
該
部
局
等
の
安
全
主
任
者
の
同
意
を
得
た
上
で
、
別
表
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
、
当
該
部
局
等
の
長
を
経
て
学
長
に
実
験
計
画
の
承
認
申
請
又
は
届
出
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

　
　
２
　
　
学
長
は
、
前
項
の
申
請
が
あ
っ
た
と
き
は
、
実
験
計
画
の
安
全
性
等
に
つ
い
て
安
全
委
員
会
に
諮
問

し
、
そ
の
審
査
結
果
に
基
づ
き
承
認
を
与
え
る
か
否
か
の
決
定
を
行
う
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
文
部
科
学
大
臣
の
確
認
を
必
要
と
す
る
実
験
計
画
に
つ
い
て
は
、
そ
の
確
認
を
得
る
も
の
と

す
る
。

　
　
３
　
　
前
項
の
実
験
計
画
の
安
全
性
等
の
審
査
基
準
は
、
指
針
及
び
こ
の
規
則
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

　
　
４
　
　
学
長
は
、
第
二
項
の
決
定
を
行
っ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
部
局
等
の
長
を
経
て
安
全
主
任
者
及
び
当

該
実
験
責
任
者
に
そ
の
旨
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

　
　
５
　
　
学
長
は
、
受
理
し
た
実
験
計
画
の
届
出
に
つ
い
て
は
、
安
全
委
員
会
へ
速
や
か
に
報
告
を
行
う
も
の

と
す
る
。

（
組
換
え
体
の
譲
渡
）

第
十
一
条
　
組
換
え
体
を
譲
渡
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
譲
渡
先
に
お
い
て
明
確
な
使
用
計
画
が
あ
る
こ
と
及
び
適

切
な
管
理
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
事
前
に
確
認
す
る
も
の
と
す
る
。

　
　
２
　
　
組
換
え
体
の
譲
渡
を
受
け
よ
う
と
す
る
実
験
責
任
者
は
、
当
該
組
換
え
体
を
用
い
る
実
験
に
つ
い

て
、
前
条
第
一
項
の
手
続
き
を
経
て
、
当
該
組
換
え
体
の
譲
渡
を
受
け
る
も
の
と
す
る
。

（
実
験
施
設
・
設
備
の
管
理
及
び
保
存
）

第
十
二
条
　
部
局
等
の
長
は
、
実
験
に
使
用
す
る
施
設
・
設
備
を
指
針
に
定
め
る
物
理
的
封
じ
込
め
の
基
準
に
従

っ
て
設
置
し
、
そ
の
管
理
及
び
保
全
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
２
　
　
実
験
責
任
者
は
、
安
全
主
任
者
の
指
導
助
言
の
下
に
、
実
験
に
使
用
す
る
施
設
・
設
備
に
つ
い
て
定

期
的
に
、
及
び
必
要
に
応
じ
て
随
時
点
検
を
行
い
、
指
針
に
定
め
る
物
理
的
封
じ
込
め
の
基
準
に
適

合
す
る
よ
う
に
維
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
実
験
施
設
へ
の
出
入
り
）

第
十
三
条
　
実
験
責
任
者
は
、
実
験
施
設
へ
の
関
係
者
以
外
の
者
の
出
入
り
に
つ
い
て
、
指
針
に
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
制
限
又
は
禁
止
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。



（
実
験
に
係
る
標
識
）

第
十
四
条
　
実
験
責
任
者
は
、
安
全
主
任
者
の
指
導
助
言
の
下
に
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
実
験

施
設
・
設
備
に
標
識
を
付
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
一
　
Ｐ
２
レ
ベ
ル
の
物
理
的
封
じ
込
め
に
よ
る
実
験
が
進
行
中
の
場
合
は
、
実
験
室
の
入
口
及
び
当
該
実

験
に
係
る
組
換
え
体
を
保
管
す
る
冷
凍
庫
、
冷
蔵
庫
等
に
Ｐ
２
レ
ベ
ル
実
験
中
の
表
示
を
す
る
こ

と
。

　
　
　
二
　
Ｐ
３
レ
ベ
ル
の
物
理
的
封
じ
込
め
に
よ
る
実
験
が
進
行
中
の
場
合
は
、
実
験
室
及
び
実
験
区
域
の
入

口
並
び
に
当
該
実
験
に
係
る
組
換
え
体
を
保
管
す
る
冷
凍
庫
、
冷
蔵
庫
等
に
Ｐ
３
レ
ベ
ル
実
験
中
の

表
示
を
す
る
こ
と
。

　
　
　
三
　
Ｐ
４
レ
ベ
ル
の
物
理
的
封
じ
込
め
に
よ
る
実
験
が
進
行
中
の
場
合
は
、
実
験
区
域
の
す
べ
て
の
扉
及

び
当
該
実
験
に
係
る
組
換
え
体
を
保
管
す
る
冷
凍
庫
、
冷
蔵
庫
等
に
国
際
的
に
使
用
さ
れ
て
い
る
生

物
的
危
険
表
示
を
掲
げ
る
こ
と
。

　
　
　
四
　
Ｌ
Ｓ�

Ｃ
レ
ベ
ル
の
大
量
培
養
実
験
に
係
る
物
理
的
封
じ
込
め
に
よ
る
実
験
が
進
行
中
の
培
養
装
置

等
に
Ｌ
Ｓ�

Ｃ
レ
ベ
ル
大
量
培
養
実
験
中
の
表
示
を
掲
げ
る
こ
と
。

　
　
　
五
　
Ｌ
Ｓ�

１
レ
ベ
ル
の
大
量
培
養
実
験
に
係
る
物
理
的
封
じ
込
め
に
よ
る
実
験
が
進
行
中
の
場
合
は
、

大
量
培
養
実
験
区
域
及
び
当
該
実
験
に
係
る
組
換
え
体
を
保
管
す
る
冷
凍
庫
、
冷
蔵
庫
等
に
Ｌ
Ｓ�

１
レ
ベ
ル
大
量
培
養
実
験
中
の
表
示
を
掲
げ
る
こ
と
。

　
　
　
六
　
Ｌ
Ｓ�

２
レ
ベ
ル
の
大
量
培
養
実
験
に
係
る
物
理
的
封
じ
込
め
に
よ
る
実
験
が
進
行
中
の
場
合
は
、

実
験
室
の
入
口
及
び
当
該
実
験
に
係
る
組
換
え
体
を
保
管
す
る
冷
凍
庫
、
冷
蔵
庫
等
に
Ｌ
Ｓ�

２
レ

ベ
ル
大
量
培
養
実
験
中
の
表
示
を
掲
げ
る
こ
と
。

（
実
験
試
料
の
取
扱
い
）

第
十
五
条
　
実
験
従
事
者
は
、
実
験
試
料
の
取
扱
い
に
当
た
っ
て
は
、
実
験
の
開
始
前
及
び
実
験
中
に
お
い
て
、

常
時
、
実
験
に
用
い
ら
れ
る
Ｄ
Ｎ
Ａ
供
与
体
、
宿
主
、
ベ
ク
タ
ー
等
が
生
物
学
的
封
じ
込
め
の
条
件

を
満
た
す
も
の
で
あ
る
こ
と
を
厳
重
に
確
認
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
保
管
、
運
搬
、
廃
棄
等
の
方
法

に
つ
い
て
は
、
物
理
的
封
じ
込
め
の
レ
ベ
ル
に
応
じ
て
指
針
に
定
め
る
実
験
実
施
要
項
を
遵
守
す
る

ほ
か
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

　
　
　
一
　
組
換
え
体
等
を
入
れ
た
容
器
は
、
密
栓
し
て
外
部
を
消
毒
し
た
後
、
所
定
の
保
管
場
所
に
組
換
え
体

等
で
あ
る
こ
と
を
明
示
し
て
保
管
す
る
こ
と
。

　
　
　
二
　
組
換
え
体
等
を
保
管
場
所
か
ら
持
ち
出
す
と
き
は
、
実
験
責
任
者
の
承
認
を
得
る
と
と
も
に
、
堅
固

で
安
全
な
容
器
に
密
封
し
て
運
搬
す
る
こ
と
。

　
　
　
三
　
組
換
え
体
等
に
よ
り
汚
染
さ
れ
た
物
質
等
の
廃
棄
に
つ
い
て
は
、
実
験
責
任
者
又
は
そ
の
指
示
を
受

け
た
者
は
、
そ
の
廃
棄
物
を
廃
棄
す
る
前
に
殺
菌
し
て
行
う
こ
と
。

　
　
２
　
　
実
験
責
任
者
は
、
組
換
え
体
等
の
保
管
、
運
搬
又
は
廃
棄
に
当
た
っ
て
は
、
帳
簿
を
備
え
て
必
要
な

事
項
を
記
録
し
、
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
Ｐ
２
レ
ベ
ル
以
下
の
物
理
的
封
じ
込
め

を
必
要
と
す
る
組
換
え
体
の
記
録
は
、
実
験
記
録
を
も
っ
て
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
実
験
経
過
の
記
録
等
）

第
十
六
条
　
実
験
責
任
者
は
、
実
験
の
実
施
経
過
等
に
つ
い
て
記
録
し
、
保
存
す
る
と
と
も
に
、
年
度
末
に
は
実

験
経
過
報
告
書
（
様
式
四
）
を
、
実
験
が
終
了
又
は
中
止
し
た
場
合
に
は
、
実
験
終
了
（
中
止
）
報



告
書
（
様
式
五
）
を
あ
ら
か
じ
め
当
該
部
局
等
の
安
全
主
任
者
の
同
意
を
得
た
上
で
、
当
該
部
局
等

の
長
を
経
て
学
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
教
育
訓
練
）

第
十
七
条
　
実
験
責
任
者
は
、
実
験
開
始
前
に
実
験
従
事
者
に
対
し
、
指
針
及
び
こ
の
規
則
を
熟
知
さ
せ
る
と
と

も
に
、
安
全
主
任
者
の
指
導
助
言
の
も
と
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
教
育
訓
練
を
行

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
一
　
危
険
度
に
応
じ
た
微
生
物
安
全
取
扱
い
技
術
に
関
す
る
こ
と
。

　
　
　
二
　
物
理
的
封
じ
込
め
に
関
す
る
知
識
及
び
技
術
に
関
す
る
こ
と
。

　
　
　
三
　
生
物
学
的
封
じ
込
め
に
関
す
る
知
識
及
び
技
術
に
関
す
る
こ
と
。

　
　
　
四
　
実
施
し
よ
う
と
す
る
実
験
の
危
険
度
に
関
す
る
知
識
に
関
す
る
こ
と
。

　
　
　
五
　
事
故
発
生
の
場
合
の
措
置
に
関
す
る
知
識
に
関
す
る
こ
と
（
大
量
培
養
実
験
に
お
い
て
は
、
組
換
え

体
を
含
む
培
養
液
が
漏
出
し
た
場
合
に
お
け
る
化
学
的
処
理
に
よ
る
殺
菌
等
の
措
置
に
特
に
配
慮
を

払
う
こ
と
。
）
。

（
健
康
管
理
）

第
十
八
条
　
部
局
等
の
長
は
、
実
験
従
事
者
に
対
し
、
実
験
の
開
始
前
及
び
開
始
後
一
年
を
超
え
な
い
期
間
ご
と

に
健
康
診
断
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
２
　
　
部
局
等
の
長
は
、
実
験
従
事
者
が
人
に
対
す
る
病
原
微
生
物
を
取
り
扱
う
場
合
に
は
、
実
験
開
始
前

に
予
防
治
療
の
方
策
に
つ
い
て
あ
ら
か
じ
め
検
討
し
、
必
要
に
応
じ
抗
生
物
質
、
ワ
ク
チ
ン
、
血
清

等
の
準
備
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
実
験
開
始
後
六
月
を
超
え
な
い
期
間
ご
と
に
少
な
く

と
も
一
回
特
別
定
期
健
康
診
断
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
３
　
　
部
局
等
の
長
は
、
前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
実
験
室
内
感
染
が
疑
わ
れ
る
等
必
要
と
認
め
る

と
き
は
、
速
や
か
に
実
験
従
事
者
に
健
康
診
断
を
受
け
さ
せ
る
と
と
も
に
、
適
切
な
措
置
を
講
じ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
４
　
　
前
三
項
の
健
康
診
断
の
実
施
及
び
検
査
項
目
は
、
三
重
大
学
職
員
健
康
安
全
管
理
規
程
（
平
成
九
年

四
月
二
十
三
日
制
定
）
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
安
全
委
員
会
の
助
言
を
得
て
、
当
該
部
局
等
の
長

が
定
め
る
。

　
　
５
　
　
部
局
等
の
長
は
、
健
康
診
断
を
実
施
し
た
と
き
は
、
そ
の
結
果
を
本
人
及
び
実
験
責
任
者
に
通
知
す

る
と
と
も
に
、
健
康
診
断
の
結
果
に
よ
っ
て
は
、
実
験
の
制
限
又
は
中
止
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を

講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
６
　
　
部
局
等
の
長
は
、
健
康
診
断
の
結
果
を
記
録
し
、
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
九
条
　
実
験
従
事
者
は
、
絶
え
ず
自
己
の
健
康
に
注
意
し
、
健
康
に
変
調
を
き
た
し
た
場
合
又
は
重
症
若
し

く
は
長
期
に
わ
た
る
病
気
に
か
か
っ
た
場
合
に
は
、
実
験
責
任
者
を
通
じ
て
安
全
主
任
者
及
び
部
局

等
の
長
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
２
　
　
部
局
等
の
長
及
び
安
全
主
任
者
は
、
前
項
の
報
告
を
受
け
た
と
き
は
、
直
ち
に
調
査
す
る
と
と
も
に
、

健
康
管
理
上
の
必
要
な
措
置
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
緊
急
事
態
発
生
時
の
措
置
）



第
二
十
条
　
実
験
責
任
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
態
が
発
生
し
た
と
き
は
、
直
ち
に
そ
の
旨
を
安
全
主
任
者

を
通
じ
て
当
該
部
局
等
の
長
に
通
報
す
る
と
と
も
に
、
必
要
な
応
急
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

　
　
　
一
　
実
験
従
事
者
が
組
換
え
体
を
誤
っ
て
飲
み
込
み
、
又
は
吸
い
込
ん
だ
と
き
。

　
　
　
二
　
組
換
え
体
が
実
験
施
設
外
に
漏
出
し
、
又
は
漏
出
す
る
恐
れ
が
あ
る
と
き
。

　
　
　
三
　
組
換
え
体
に
よ
っ
て
実
験
従
事
者
等
や
実
験
施
設
が
汚
染
さ
れ
、
又
は
汚
染
さ
れ
た
恐
れ
が
あ
る
と

き
。

　
　
２
　
　
部
局
等
の
長
及
び
安
全
主
任
者
は
、
前
項
の
報
告
を
受
け
た
と
き
は
、
適
切
な
措
置
を
講
ず
る
と
と

も
に
、
速
や
か
に
そ
の
状
況
、
事
後
措
置
等
に
つ
い
て
安
全
委
員
会
及
び
学
長
あ
て
に
報
告
す
る
も

の
と
す
る
。

（
実
験
の
記
録
及
び
保
存
）

第
二
十
一
条
　
実
験
責
任
者
は
、
第
十
五
条
第
二
項
及
び
第
十
六
条
の
規
定
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
実
験
に
係

る
安
全
確
保
に
関
し
必
要
な
事
項
を
す
べ
て
記
録
し
、
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
雑
則
）

第
二
十
二
条
　
こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
規
則
の
実
施
に
必
要
な
事
項
は
、
安
全
委
員
会
の
議
を

経
て
、
学
長
が
定
め
る
。

附
則

　
　
１
　
　
こ
の
規
則
は
、
平
成
年
月
日
か
ら
施
行
し
、
平
成
十
四
年
三
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

　
　
２
　
　
三
重
大
学
組
換
え
Ｄ
Ｎ
Ａ
実
験
安
全
管
理
規
則
（
昭
和
五
十
八
年
三
月
二
十
二
日
制
定
）
は
、
廃
止

す
る
。

　
　
３
　
　
こ
の
規
則
適
用
の
際
、
現
に
安
全
委
員
会
の
委
員
で
あ
る
者
は
、
第
五
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三

号
ま
で
及
び
第
七
号
に
よ
り
選
出
さ
れ
た
も
の
と
し
、
そ
の
任
期
は
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
か
か

わ
ら
ず
、
平
成
十
五
年
五
月
三
十
一
日
ま
で
と
す
る
。

附
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
一
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


